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　自動車運送事業監査室

(事業者)

(営業所)

０点

０点

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

　東京都

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

東京都新宿区西新宿２－８－１

　平成２３年１月５日に監査を実施したとこ
ろ、点呼を実施していないものがあったことの
違反が判明したもの。

（５）主な違反の条項

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

（１）行政処分等の年月日

（２）事業者の氏名又は名称

東京都北区神谷３－１０－６

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第２４条第１項

文　書　警　告

　関東運輸局東京運輸支局

北自動車営業所

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

（４）行政処分等の内容



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

８点

８点

（５）主な違反の条項

土浦営業所

（１）行政処分等の年月日

茨城県土浦市川口２－７－２６

（４）行政処分等の内容

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第２１条第１項　他１件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 ８０日車

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

関東鉄道　株式会社

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

茨城県土浦市真鍋１－１０－８

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２２年１２月３日に監査を実施したとこ
ろ、運転者の過労防止に関する措置について不
適切であったこと、他１件の違反が判明したも
の



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

２点

２点

（５）主な違反の条項

本社営業所

（１）行政処分等の年月日

東京都品川区平塚１－２０－１０

（４）行政処分等の内容

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第２４条　他３件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 ２０日車

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

有限会社　中本商会

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

東京都品川区平塚１－２０－１０

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２３年１月１３日及び平成２３年２月１
８日に監査を実施したところ、点呼の実施及び
実施結果の記録が不適切であったこと、他３件
の違反が判明したもの



　自動車運送事業監査室

(事業者)

(営業所)

０点

０点

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第３８条第１項

文　書　警　告

　関東運輸局東京運輸支局

本社営業所

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

（４）行政処分等の内容

　平成２３年６月１５日に監査を実施したとこ
ろ、運転者に対する輸送の安全確保についての
指導監督が不適切であったことの違反が判明し
たもの

（５）主な違反の条項

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

（１）行政処分等の年月日

（２）事業者の氏名又は名称

東京都江東区新木場２－１１－２

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

株式会社　フィールドサービス

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

東京都江東区新木場２－１１－２



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

７点

７点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２２年１１月２５日及び平成２２年１２
月９日に監査を実施したところ、発地及び着地
のいずれもが営業区域外に存する運送を行って
いたこと、他８件の違反が判明したもの

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

古暮　通明（未来交通）

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

栃木県足利市粟谷町１４０－２

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（５）主な違反の条項

太田営業所

（１）行政処分等の年月日

群馬県太田市東新町４１２－２

（４）行政処分等の内容

道路運送法第２０条　他８件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 ６５日車



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

１点

３点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２３年４月８日に監査を実施したところ、
届出をしないで事業計画（営業所に配置する事業
用自動車の数）の変更を行っていたことの違反が
判明したもの

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

日本中央交通　株式会社

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

群馬県高崎市島野町字花王寺１３２２

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（５）主な違反の条項

館林営業所

（１）行政処分等の年月日

群馬県館林市赤生田町字山田６４２－２

（４）行政処分等の内容

道路運送法第１５条第３項

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 １０日車



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

４点

４点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２３年２月９日に監査を実施したところ、
運転者に対する輸送の安全確保についての指導監
督が不適切であったこと、他３件の違反が判明し
たもの

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

株式会社　飛鳥陸送

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

千葉県佐倉市井野１４１４－５－１１６

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（５）主な違反の条項

佐倉営業所

（１）行政処分等の年月日

千葉県佐倉市小竹１３０２－５

（４）行政処分等の内容

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第３８条第１項　他３件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 ３５日車



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

６点

１１点

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

株式会社　ＷＯＲＬＤ　ＣＡＢＩＮ

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

北海道札幌市東区北三十八条東１－１－１５

輸送施設の使用停止（４）行政処分等の内容

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（１）行政処分等の年月日

（２）事業者の氏名又は名称

千葉県香取郡多古町十余三２８１－１４

（５）主な違反の条項

千葉営業所

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

６０日車

　平成２３年２月１５日に監査を実施したとこ
ろ、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存
する運送を行っていたこと、他９件の違反が判
明したもの

道路運送法第２０条　他９件



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

１０点

１０点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２３年１月１８日に監査を実施したとこ
ろ、運行指示書を作成していなかったこと、他
７件の違反が判明したもの

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

新光タクシー　有限会社

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

栃木県芳賀郡益子町大字益子１５３８

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（５）主な違反の条項

本社営業所

（１）行政処分等の年月日

栃木県芳賀郡益子町大字益子１５３８

（４）行政処分等の内容

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第２８条の２第１項　他７件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 １００日車



　関東運輸局
　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

(営業所)

６点

６点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満
　　たすことにより点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送
　　事業者に対する行政処分の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（６）違反行為の概要

　平成２３年２月１７日に監査を実施したとこ
ろ、運転者に対する輸送の安全確保について指
導監督の実施及び実施結果の記録が不適切で
あったこと、他３件の違反が判明したもの

平成２３年１０月２５日

平成２３年１０月２５日

国本企画交通　株式会社

（３）事業者及び当該行政処分等
      に係る営業所の所在地

栃木県宇都宮市新里町丁１１８２－６

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について

（５）主な違反の条項

本社営業所

（１）行政処分等の年月日

栃木県宇都宮市新里町丁１１８２－６

（４）行政処分等の内容

旅客自動車運送事業運輸規則
　　　　　　　第３８条第１項　他３件

（２）事業者の氏名又は名称

輸送施設の使用停止 ５５日車


